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提
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憲
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第
六
六
条
第
二
項
の
文
民
規
定
に
関
す
る
質
問
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対
し
、
別
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答
弁
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を
送
付
す
る
。
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衆
議
院
議
員
平
岡
秀
夫
君
提
出
憲
法
第
六
六
条
第
二
項
の
文
民
規
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

憲
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
い
う
「
文
民
」
は
、
そ
の
言
葉
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
「
武
人
」
に
対
す
る
語
で
あ
っ
て
、
「
国

の
武
力
組
織
に
職
業
上
の
地
位
を
有
し
な
い
者
」
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
憲
法
で
認
め
ら
れ
る
範
囲
内

に
あ
る
も
の
と
は
い
え
、
自
衛
隊
も
国
の
武
力
組
織
で
あ
る
以
上
、
自
衛
官
は
、
そ
の
職
に
あ
る
限
り
、
「
文
民
」
に
当
た
ら

な
い
が
、
元
自
衛
官
は
、
過
去
に
自
衛
官
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
現
に
国
の
武
力
組
織
た
る
自
衛
隊
を
離
れ
、
自
衛
官
の
職
務

を
行
っ
て
い
な
い
以
上
、
「
文
民
」
に
当
た
る
と
解
し
て
き
て
お
り
、
お
尋
ね
の
国
務
大
臣
の
任
命
が
憲
法
第
六
十
六
条
第
二

項
に
違
反
す
る
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

な
お
、
政
府
は
、
従
来
か
ら
、
国
政
が
武
断
政
治
に
陥
る
こ
と
を
防
ぐ
と
い
う
同
項
の
規
定
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
、
「
旧
陸

海
軍
の
職
業
軍
人
の
経
歴
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
軍
国
主
義
的
思
想
に
深
く
染
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
」
も
ま
た
、

同
項
に
い
う
「
文
民
」
に
は
該
当
し
な
い
と
解
し
て
き
て
い
る
が
、
自
衛
隊
は
、
旧
陸
海
軍
の
組
織
と
異
な
り
、
平
和
主
義
と

民
主
主
義
を
基
調
と
す
る
現
憲
法
下
に
お
け
る
、
国
の
独
立
と
平
和
を
守
り
、
そ
の
安
全
を
保
つ
た
め
の
組
織
で
あ
っ
て
、
こ

れ
に
勤
務
し
た
か
ら
と
い
っ
て
軍
国
主
義
的
思
想
に
染
ま
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。


